
駐中国日本国大使公邸イベント「日本 Go购够！＠大使官邸」 

追加公募について 
 

令和３年１０月２１日 

在中国日本国大使館 

 

事業の延期に伴い、以下の通り駐中国日本国大使公邸イベントへのブース出展者を追加募集いた

します。延期前に御応募いただいた企業・団体の皆様には個別に御連絡申し上げます。 

12 月 7 日（火）駐中国日本国大使公邸において、日本食・日本産品の販売促進・輸入拡大、そし

て、訪日に対する関心の維持・醸成を目的としたイベントを開催いたします。当日は当館の微博アカ

ウント等を通じた本イベントのライブ配信を予定しており、多くの視聴者に対して効果的な発信を

行う考えです。 

そこで、関連する企業・団体の皆様には、地域の魅力の発信､日本食・日本産品のプロモーション

に資するブースの御出展をお願いしたいと考えております。来場者やライブ配信の視聴者に日本食・

日本産品の魅力が伝わるような企画や、日本の自治体の出展ブースとコラボレーションして地域の

魅力を発信する企画等を御提案いただけますと幸いです。 

新型コロナウイルス感染対策の観点から、過去に当館にて開催した交流会よりも規模を縮小し、

防疫措置を講じた上でイベントを実現させたいと考えておりますが、今後の新型コロナウイルスの

感染状況等を踏まえ、開催内容の変更や開催中止となる場合がございます点は、予め御承知おきい

ただければ幸いです。 

 

記 

 

１． 開催日程：令和３年１２月７日（火）夕方～夜 

開催時間帯を含めた詳細については、企業・団体様向け説明会の際に改めて御案内させていた

だきます。 

① 第１部（在中国日本国公館の総領事等との名刺交換会）（※ブース出展なし） 

② 第２部（招待者との交流会） 

③ 第３部（ライブ配信） 

２．場所：駐中国日本国大使公邸（北京市朝陽区亮馬橋中街２） 

 

３．募集受付 

  出展を希望される場合は、準備期間が短くなってしまい大変恐縮ですが、応募用紙（別添）に 

記載の上、１０月２７日（水）１７：００までに下記７項の代表アドレスまで電子メールにて御

提出お願いいたします。 

 



４．募集概要 

（１）募集企業・団体数 

  最大３０企業・団体程度（令和元年の春の交流会では７６ブースが出展） 

※出展希望多数の場合、スペース等の関係から、企画内容を踏まえ、当館で参加企業・団体様を

選定させていただきますので何卒御了承いただけましたら幸いです。なお、選定にあたって

は、ライブ配信の視聴者にとって魅力のある内容のブースを優先させていただくことを予め

御承知おきください。「地域の魅力（郷土料理・工芸品・民謡音楽など）」「美容・健康・癒

やし」「日本の酒」「日本食」というテーマでブースをグループ分けし、ストーリー性をも

たせて、グループ毎に順番に撮影・ライブ配信することを考えております。各ブースにおい

ては、中国語で地域の魅力、日本食・日本産品の魅力を大いに発信していただくことを想定

しています。 

選定結果につきましては、１１月上旬に御連絡させていただく予定です。 

※１１月中旬に、御出展いただく企業・団体様向けに説明会を実施予定です。 

（２）展示ブース、関連経費 

・展示ブースは原則として会議用机（約 2m×0.5m）一つ分を１ブースとします。 

・設営・物品経費については、各企業・団体様にて御負担をお願いします。 

・展示ブースの位置については、当館で指定させていただきます 。 

 

５．展示ブース基本情報 

（１）当館から提供可能な物品 

・机（約 2m×0.5m）（各企業・団体１台のみ） 

・電源（プラグ形状等要確認。延長コードが必要な場合は各自で御用意お願いいたします） 

・イーゼル（各企業・団体１台のみ） 

・大使公邸キッチン設備（ガス台、冷蔵庫、調理台） 

（２）当館から提供できない物品 

  ・各種食器、調理器具類（※使用する調理器具や食器類は各自で御用意お願いいたします） 

  ・飲料水（※キッチンで水道水を使用することは可能です） 

 

６．留意事項 

（１）本イベントでは、デモンストレーション、展示、販促品の配布、試飲・試食の提供等は可能で

すが、販売はできません。提供可能な飲料や食品等の種類は別途調整させていただきますが、

試飲・試食用として提供する場合、基本的には当地において流通可能なものを使用していただ

くことになります。 

（２）ＰＲされる飲料や食品が、日本の特定地域の特産品等であり、地方自治体とのコラボレーショ

ンを希望される場合や、一部飲料や食品について同ブース内において他の出展者とのコラボレ

ーションを希望される場合は、下記問合せ先にお早めに御相談いただけましたら幸いです。 

 



７．提出・問合せ先 

在中国日本大使館 経済部  

日本語：竹中 三香子（ＴＥＬ）010-8531-9800（内線：3019） 

中国語：張、田    （ＴＥＬ）010-8531-9800（内線：3305/3306） 

（e-mail）event-keizai@pk.mofa.go.jp（代表アドレス） 

 (了) 

mailto:event-keizai@pk.mofa.go.jp

